
児童虐待防止対策の更なる強化を求める意見書（案） 

 

今般、東京都目黒区で両親から虐待を受け女児が死亡するという痛ましい事件が発生しました。このよ

うな虐待事案は、近年、急増しており、平成 28年度全国の児童相談所に寄せられた児童虐待相談件数は

12万件を超え、５年前と比べると倍増しています。 

こうした事態を重く受け止め、政府は平成 28、29年と連続して児童福祉法等を改正し、児童虐待防止

対策を強化してきました。しかし、今回の事案は、児童相談所が関与していたにもかかわらず、虐待から

救うことができませんでした。 

虐待から子どもの命を守るためには、子どもの異変に早期に気づき、虐待の芽を摘むことが何よりも重

要であり、そのためには児童相談所のみならず関係機関や民間団体等が協働し、虐待の防止に取り組むこ

とが必要です。 

よって、文京区議会は、政府に対して、こうした痛ましい事件が二度と繰り返されないためにも、児童

虐待防止対策の更なる強化に向け、下記の事項に取り組むことを強く求めます。 

 

記 

 

１ 平成 28年度に政府が策定した「児童相談所強化プラン」を拡充し、区市町村における児童虐待防止
体制の強化や中核市・特別区への児童相談所の設置も加えた児童虐待防止体制を強化するプランを新た
に策定するとともに、必要な財源を速やかに講ずること。 

 
２ 子どもの問題を児童相談所に一極集中させている現状を改めること。具体的には、児童相談所と区市 
 町村の役割分担をさらに明確にするとともに、人員を確保し、施設や NPO等民間機関・団体や他の行政 
機関等との連携を強化して役割分担・協働を加速する「児童相談体制改革」を行うこと。 

 
３ 児童相談所間および児童相談所と区市町村の情報共有については、仮に転居があったとしても、危機 
 感や支援状況が確実かつ迅速に引き継げるよう、引き継ぎの全国共通ルールを定めるとともに、全国か 
 らアクセスできるシステムを整備すること。また、児童相談所と警察との情報共有については、児童相 
談所が必要とする情報がタイムリーかつ確実に共有できるようにするとともに、適切かつ効果的に情報 
共有できるシステムを新たに構築すること。 

 
４ 全国共通ダイヤル「189」を児童虐待通告に限定し、児童相談所の相談できる窓口につながるまでの 
間に未だ半数以上の電話が切れている実態を速やかに検証・分析し、その結果を踏まえ、児童相談所へ 
の通告の運用改善に努めること。 

 

５ 保育所や幼稚園・学校と情報共有を図ること。いじめ防止対策と同様、小中学校の校務分掌に虐待対 
応を位置づけ、対応する組織を明確化するとともに、配置を強化した SSWを中心に、学校における虐待 
対応体制を整備すること。 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 

 

  年  月  日 

文京区議会議長名 

内閣総理大臣 

総務大臣 

文部科学大臣 

 厚生労働大臣         

国家公安委員会委員長   

宛て 



 

学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書（案） 

 

本年６月 18日午前７時 58分に大阪北部で震度６弱を観測した地震では、児童を含む５

名が亡くなり、400名以上が負傷しました。特に、学校関係では、158人に及ぶ児童生徒が

重軽傷を負い、1200を超える学校で校舎等の天井・ガラス等の破損、壁のひび割れ、断水

等の物的被害を受けました。 

中でも、学校施設のブロック塀が倒壊して下敷きになって児童が死亡したことは大変痛ま

しく、二度とこのようなことがあってはなりません。文京区においても学校施設の耐震化は

進められていますが、通学路等のブロック塀は盲点になっている可能性があり、同様の惨事

が起こらないよう早急な対策を行うべきです。文部科学省は６月 19日に学校施設における

塀の緊急点検を要請しましたが、文京区においては、学校施設の点検、安全性確保はもとよ

り、児童生徒が利用する通学路についても速やかに点検した上で、安全性確保に向けて改善

を図ることが必要です。 

ついては、国が引き続き通学路のブロック塀等の緊急総点検と安全対策を行うことが重要

です。よって、文京区議会は政府に対し下記の事項について積極的な対応を求めます。 

 

記 

 

１ 全国の通学路の緊急総点検・調査を実施し、工事が必要な場合は、民間事業者とも連携

しつつ速やかに実施し、地方自治体に対する技術的・財政的支援を行うこと。その際、一

般家庭の塀であっても倒壊の可能性があるなどの場合に支援できる制度を検討すること。

また、国土交通省の社会資本整備総合交付金および防災・安全交付金の効果促進事業（C

事業）の積極的な活用を図ること。 

 

２ 学校施設の安全対策に要する費用については、塀の修繕など小規模工事に対する補助制

度、法定点検やそれに伴う修繕への補助制度の創設等を検討すること。その際、400万円

と定められている文部科学省の公立学校施設の防災機能強化事業の補助対象事業の下限

額について、広域での申請を認めるなど弾力的に運用すること。 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 

 

年  月  日 

文京区議会議長名 

内閣総理大臣  

総務大臣 

文部科学大臣  

国土交通大臣 

宛て 


